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（仮称）日野市いじめ防止対策推進条例の設置に向けて 

 

１．目的 

   平成２０年に制定された「子ども条例」、平成２５年に施行された「いじめ防止対策推進法」

を受け、日野市教育委員会では平成２６年「日野市いじめ防止基本方針」を策定し、日野市に

生きるすべての子供たちが安心・安全に日常生活を送ることができるように、いじめの未然防

止と早期発見、早期解決、早期対応・解決に取り組んできた。 

   全国的にも、市内においても、いじめの認知件数は増加傾向にあり、いじめ対策の更なる充

実を目指し、市、学校、保護者、その他関係機関等の連携により社会全体でいじめ問題を克服

するために、いじめ防止対策推進法に基づいた具体的ないじめ防止対策を定める「日野市いじ

め防止対策推進条例」を制定することを目的とし、日野市いじめ防止対策推進条例検討委員会

を設置する。 

 

２．条例制定に向けての背景 

  ①平成２５年にいじめ防止対策推進法が施行され、これを受け翌年に「日野市いじめ防止基本

方針」を策定し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等いじめ対策を推進してきた。 

②日野市では、子ども条例が制定（平成 20年６月）され、市やおとな、関係者の責務を定め、

いじめ、虐待、その他の不利益など子どもが権利侵害を受けた場合の相談・救済体制を整備

した。 

③令和５年３月１０日付文部科学省事務連絡により、令和５年４月１日から文部科学省に対し

て、いじめ防止対策推進法に規定されるいじめ重大事態に関する報告・相談を行うことが義

務付けされた。 

  ④令和５年 10月 4日付文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関

する調査」結果によれば、いじめの認知件数は増加し、日野市でも同様の傾向な状況。 

⑤このような背景から、いじめ防止対策推進法を踏まえた条例を定めることで、いじめ防止対

策について具体的な取り組み、条例上にいじめ問題対策委員会やいじめ問題調査委員会等機

関を位置付けることで、体制をより強化し、更なるいじめ防止の対策を図っていく。 

 

３．条例にする理由 

  ①基本理念と責務を明確化 

    いじめを行ってはならないと規定し、市、学校、社会福祉施設、企業、公的機関等の責務

を明確にする 

  ②法第３０条 第２項 

    重大事態の報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該

重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて

調査を行う等の方法により、法第２８条第一項の規定による調査の結果について調査を行

うことができることを明確にする 

  ③専門委員会の設置 

    日野市教育委員会いじめ問題対策委員会の設置、及び 
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    日野市いじめ問題調査委員会の設置を明確化する 

 

４．委員会の所掌事項（要綱第２条） 

  ①日野市いじめ防止対策推進条例の策定に関すること 

  ②日野市いじめ防止基本方針の見直し、並びに必要な措置に関すること。 

 

５．他市状況 

   条例を設置していない市（５市） 

    調布市（規則）、日野市、福生市、狛江市、清瀬市 

 

６．いじめ条例の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．スケジュール 
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